
大
阪
市
長
に
初
当
選
し
た

橋
下
市
長
は
、
就
任
直
後
か

ら
矢
継
ぎ
早
の
組
合
攻
撃
を

行
い
ま
し
た
が
、
多
く
の
攻

撃
が
市
側
の
敗
北
で
終
わ
り

ま
し
た
。

二
〇
一
二
年
五
月
、
橋
下

市
長
は
「
入
れ
墨
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
」
を
職
務
命
令
と
し

て
強
行
し
ま
し
た
が
、
当
局

の
弾
圧
に
屈
せ
ず
、
六
人
の

職
員
が
最
後
ま
で
回
答
を
拒

否
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
当
局

は
懲
戒
処
分
に
し
た
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
交
通
局
と

病
院
局
の
労
働
者
が
大
阪
地

裁
に
提
訴
、
四
名
の
非
現
業

の
労
働
者
は
人
事
委
員
会
へ

「
処
分
取
り
消
し
請
求
」
を

申
し
立
て
ま
し
た
。
す
で
に

三
名
が
人
事
委
員
会
で
の
審

理
が
終
了
し
、
残
る
一
名
も

来
年
二
月
一
〇
日
の
審
問
を

経
て
審
理
は
終
了
と
な
り
ま

す
。現

業
二
名
の
裁
判
は
、
大

阪
地
裁
で
は
「
市
の
処
分
は

不
当
」
と
な
っ
た
も
の
の
、

大
阪
高
裁
は
「
処
分
は
正
当
」

と
地
裁
判
決
を
覆
し
ま
し
た
。

そ
し
て
最
高
裁
は
十
一
月
九

日
に
、
わ
ず
か
三
行
の
判
決

文
で
「
大
阪
高
裁
判
決
を
支

持
す
る
」
と
上
告
を
棄
却
し

た
の
で
す
。

も
う
一
方
の
交
通
局
で
の

不
当
配
転
命
令
の
取
り
消
し

を
求
め
た
裁
判
は
、
「
元
の

職
場
に
戻
す
よ
う
」
と
の
勝

利
判
決
を
勝
ち
取
っ
て
い
ま

す
。
今
後
、
残
る
四
名
の
人

事
委
員
会
で
の
勝
利
を
め
ざ

し
ま
す
。

橋
下
市
政
の
根
幹
は
「
組

合
つ
ぶ
し
」
と
「
民
営
化
」

に
あ
り
、
吉
村
市
政
も
こ
れ

を
引
き
継
い
で
い
ま
す
。

現
在
、
市
営
交
通
や
水
道

の
民
営
化
が
目
論
ま
れ
、
来

春
、
年
度
末
に
下
水
道
の
全

面
民
営
化
が
強
行
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。

橋
下
市
長
の
一
連
の
組
合

攻
撃
は
、
民
営
化
推
進
の
妨

害
と
な
る
労
働
組
合
を
排
除
・

弱
体
化
す
る
こ
と
に
大
き
な

目
的
が
あ
っ
た
こ
と
が
ハ
ッ

キ
リ
し
ま
し
た
。

官
民
連
帯
・
地
域
共
闘
の

力
で
、
民
営
化
と
組
合
つ
ぶ

し
を
打
ち
破
ろ
う
！

第２６５号 ２０１６年１２月１０日 団結こそ命、闘争こそ力

組織を強化拡大し、階級的労働運動の発展をめざそう！

( １５ )

入
れ
墨
調
査
、
上
告
棄
却
弾
劾
！
市
民
生
活
の
破
壊
を
許
す
な
！
二
・
三
集
会

橋
下
市
長
に
よ
る
職
員
の
不
当
処
分
を
許
さ
ず
、

民
営
化
と
組
合
つ
ぶ
し
を
阻
止
す
る
集
会
に
結
集
し
よ
う
！

■
日
時二

〇
一
七
年
二
月
三
日
（
金
）
十
八
時
三
〇
分
〜

■
場
所エ

ル
お
お
さ
か
南
館
五
階
ホ
ー
ル


